
＜別紙2-1（共通評価　高齢者福祉サービス版）＞ （2021.4）

第三者評価結果　

事業所名：介護老人福祉施設　すえなが

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

a

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

a

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

a

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

b

＜コメント＞

　施設は、社会福祉法人セイワ（以下、「運営法人」という。）の運営する施設です。事業計画に基本理念や運営方針を記載して
います。重要事項説明書、パンフレットに施設の思いや運営方針を記載し、利用者や職員にわかり易く説明しています。「社会福
祉法等関係法令の趣旨に従い、介護・支援・相談等を必要とする利用者の意思及び人格を尊重しながら、良質かつ安全・安心な
サービスを提供する」としています。広報上、パンフレットやホームページに施設の理念の掲載が必要ではないか、検討が期待さ
れます。

 　社会福祉事業全体の動向や地域の経営環境は、行政機関のほか、運営法人施設長会、運営法人内６施設事業長連絡会、福祉新
聞等で把握しています。サービスの質向上の一つとして、利用者の一日当たり水分提供量1,200㎖を掲げ、多職種協働で取り組ん
だ結果年間延べ入院者数を前年比50％以下の900日とすることができました。このことは利用者にとって、安心で健康的な生活の
維持に貢献したことになり、一方施設にとっては利用率のアップに、職員には大きな自信とモチベーションアップにつながってい
ます。

　施設長が事業計画について、策定時、中間や決算時に理事会で報告しています。経営課題として利用者数の減少や慢性的な職員
の欠員状況等が挙げられています。利用者に対し一日1,200ccの水分提供に努めた結果、健康状態が安定するとともに、稼働率の
安定化に繋がっています。一方、ショートスティの稼働率は、近隣の特別養護老人ホームの新設の影響で稼働は伸び悩んでいま
す。今後、居宅介護支援事業所へ働きかけ、空室情報の提供に努めるとしています。経営状況を職員全体会議等で職員に周知して
います。

 　中・長期的なビジョンを明確にした中・長期事業計画を策定しています。稼働率の改善を取り上げ、水分補給（一日1,200㏄）
の徹底によって、2019年度の入院延べ日数は前年比1,126日減少し、稼働率が改善するとともに、減収要因を抑えています。中・
長期事業計画は2021年度に、①自立支援や重度化防止の推進、②すえなが開設25周年記念行事の検討、③主任介護支援専門員2
人、介護支援専門員3人の育成等を掲げています。今後、長期の収支を含む計画の検討が期待されます。



【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

a

＜コメント＞

【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

a

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。

a

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

a

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

a

＜コメント＞

　事業計画は、職員全体会議やサービス向上委員会等で話し合い、ボトムアップ方式で策定しています。最近は新型コロナ禍のた
め、事業長（管理者）が職員から個々に聞き取り集約しています。事業計画書から複数の項目、例えば「良質な介護サービスの推
進、効率的な施設運営の推進等」を実施項目として取り上げ推進し、毎年10月に見直しています。職員への周知は例年職員全体会
議で行ってきましたが、今年度は新型コロナウイルス感染防止対策の一環として会議を中止し、事業計画書を各職員に配付してい
ます。

　事業計画は、職員全体会議やサービス向上委員会等で話し合い、ボトムアップ方式で策定しています。最近は新型コロナ禍のた
め、事業長（管理者）が職員から個々に聞き取り集約しています。事業計画書から複数の項目、例えば「良質な介護サービスの推
進、効率的な施設運営の推進等」を実施項目として取り上げ推進し、毎年10月に見直しています。職員への周知は例年職員全体会
議で行ってきましたが、今年度は新型コロナウイルス感染防止対策の一環として会議を中止し、事業計画書を各職員に配付してい
ます。

　福祉サービス向上の取り組みとして、2019年3月に積極的な水分補給を計画し、5月ごろより実行し、期末に評価を行いました。
この結果年間延べ入院日数を前年度に比較して50％以下、延べ900日とすることができ、利用者の大きな安心につながっていま
す。サービス向上委員会等で水分補給の重要性を話し合い、2020年度の事業計画でも水分補給に力を入れることにしています。水
分提供の器や温度、時間帯、嗜好も含め様々な工夫を重ねながらら、1200cc/日を目標値としてさらに進めています。

　重点課題として、取り組んだことは運営会議で話し合い、事業報告書に記録しています。重点課題に、夜間勤務や時間外勤務、
有給休暇の取得の平均化を取りあげています。夜間勤務や時間外勤務が特定の職員にかたよるとストレスの原因になり、時には利
用者への虐待行為につながる懸念があるとしています。これらの平均化を推進し、前月の実績（手当の支給状況）や有給休暇の取
得状況等をチェックするなど特定の職員に偏ることなく、平均的に取得するよう取り組んでいます。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

 　中・長期計画に基づいて、単年度事業計画を策定し、基本理念と運営方針を明示しています。基本理念として、社会福祉法等
の関係法令の趣旨に従い、利用者の意思や人格を尊重し良質な安全・安心なサービスを提供するとしています。運営方針として、
①法令遵守の徹底、②サービスの質の向上、③効率的な施設運営の推進、④人材育成・職員教育の推進、⑤働きやすい職場環境の
整備充実、⑥安全快適な生活環境の整備、⑦地域との連携強化等を掲げています。事業計画の見直しは毎年10月に実施していま
す。



Ⅱ　組織の運営管理

１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

a

＜コメント＞

【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【12】
Ⅱ-１-（２）-①
　福祉サービスの質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。

a

＜コメント＞

（１）　管理者の責任が明確にされている。

職員としての基本に、「管理者とは主幹、副主幹、管理係長、施設長代理、事業長、主査とし、その役割は、次世代を担う役割を
自覚し、施設長の示す施設の目標・方針を理解・共有し、自部門の統括責任者・補佐として、健全な部門運営に取り組む。施設
長・上司が不在の時は代理者としてその任を果たす。」と明示しています。

　管理者は、川崎市指定介護保険事業者等集団指導講習会に出席し、遵守べき法令や法令改正等の理解を深めています。受講した
管理者は、講習内容を口頭で説明し、配布資料を閲覧することによって職員に周知しています。高齢者虐待防止に関する指針等の
理解のため、「高齢者虐待防止に関する自己点検」を全職員を対象に実施しています。勤務が変則になっている施設サービス事業
の介護職員に対しては、少人数での研修会を年間延べ29回開催するなど人権権利擁護に対する意識向上に努めています。

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

　リーダーシップを発揮して取り組んだ事例として、新型コロナ感染防止対策があげられます。職員に対し安心安全な職場環境を
提供するよう努めています。手指消毒や毎日の検温の徹底など高い危機意識を持つよう促しています。同時に正しい知識や情報の
提供に努め、感染症による”うつ”になる職員はなく（退職につながる場合がある）、同時に利用者においても、陽性者は一人も
出ていません。職員と利用者の意見を取り入れながら、看取りの家族との面会を別室で行えるよう配慮しています。

　サービス担当者会議やサービス向上委員会等で話し合うなかで、施設の経営状態を職員と随時共有することによって業務の実効
性を高めています。例えば、利用者への1200ccの水分補給を計画・実行し、期末に評価を行い、2019年度の入院延べ日数を1126日
減少させています。これは経営課題である稼働率の改善に大きく寄与するとともに、利用者は入院しないで元気で過ごせたことを
示しています。職員に実現できたという成功体験を実感させることになり、実効性を高める取り組みになっています。



２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

a

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

a

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

a

＜コ＜コメント＞

　人事管理のために「自己チェック表」と「自己啓発実行計画」があります。職員を６段階の階層に分けています。「自己チェッ
ク表」により、職務遂行に求められる能力（知識・技術・取り組み姿勢）の現状について自己分析を行い、以後の課題を見つけて
います。「自己チェック表」を参考にした「自己啓発実行計画シート」を使って、自分の強みと弱み、3か月後・１年後の重点課
題と実行計画を記入し、取り組みます。同シートには管理者のコメントをもらいます。１年後（3か月後）には目標の達成状況や
取り組みの結果を振り返っています。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

　利用者やその家族から職員へ、または職員同士の感謝の気持ちを伝え合う「ありがとうカード」を活用し、職員のモチベーショ
ンアップを図っています。夜間勤務の勤務回数、時間外勤務、業務分担などの負担の公平化に努めています。時間外勤務は2019年
度上期と比べて、新型コロナ禍のもとで、夜間の各種委員会の開催や行事の準備等をなくすなど業務改革を進めた結果、53.4％の
削減となっています。パワーハラスメント防止のため、5月、全職員を対象に意識調査を行い、意識向上を図っています。

　障害者の雇用にも積極的で、現在3人勤務していて、今後増やしていく方針です。正規職員は運営法人が採用し、施設は非正規
職員を採用しています。採用は難しい状況にありますが、ハローワーク求人票やホームページに求人情報を掲載しているほか、採
用のため福祉専門学校を訪問し働きかけています。運営法人の研修体系に基づいた職員個別育成計画とＯＪＴを推進し、職員の育
成と教育に取り組んでいます。併せて、自己啓発実行計画を活用し、職員の自己啓発の取り組みを促しています。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。



【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

a

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

a

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

a

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をして
いる。

b

＜コメント＞

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

　職員一人一人の育成は、「自己チェック表」、「自己啓発実行計画」及びＯＪＴ（職場内指導）によって取り組んでいます。
「自己チェック表」により、現時点の知識・技術・取り組み姿勢を自己チェックし、以後の課題を見つけています。課題解決のた
めに先輩や上司から指導を受け、3か月後・1年後に振り返り、次の計画に反映していきます。さらに、ＯＪＴを重視し、その時の
指導、及び長い目での能力向上という二つの着眼点のもと、知識・技能・態度について、階層別に指導者を決め、定期的に面談と
指導を実施しています。

　期待する職員像として、①豊かな人格、幅広い見識を備えた福祉職としての自覚と誇りを持つ職員、②時代に合った専門職とし
ての知識・技術を高め、活用できる職員、③福祉職員として自分のビジョン・考えを持ち、発信できる職員、④主体的にチーム活
動に参加し、チームに貢献する職員、⑤変化への対応力を持っている職員、⑥創造性や柔軟性を身に付け、前向きに、挑戦するパ
ワーを持つ職員等を明示しています。研修体系に基づき職員個別育成計画を作成するとともに、ＯＪＴを実施しています。

　期待する職員像として、①豊かな人格、幅広い見識を備えた福祉職としての自覚と誇りを持つ職員、②時代に合った専門職とし
ての知識・技術を高め、活用できる職員、③福祉職員として自分のビジョン・考えを持ち、発信できる職員、④主体的にチーム活
動に参加し、チームに貢献する職員、⑤変化への対応力を持っている職員、⑥創造性や柔軟性を身に付け、前向きに、挑戦するパ
ワーを持つ職員等を明示しています。研修体系に基づき職員個別育成計画を作成するとともに、ＯＪＴを実施しています。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

　社会福祉士・介護福祉士5人、介護等体験・職場体験20人、看護及び養護学校現場実習25人の実習生を受け入れた実績がありま
す。ところが、実習生の受け入れに関するマニュアルがないため、現状は学校側からの実習依頼に対し職員個人の受け入れノウハ
ウにより対応しています。今後、受け入れ対応マニュアルとして、①受け入れ手順（氏名、連絡先、希望する実習等の確認）、②
オリエンテーションの実施（施設と利用者の概要、守秘事務、基本的な利用者との関わり方と留意点等）、③体験後の感想、等を
考慮した具体的な実習プログラムの作成が期待されます。



３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

a

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

a

＜コメント＞

　　事務、経理、取引に関するルール等について、運営法人の監事の監査を受けています。運営法人事務局のヒアリングで、必要
な帳票類の整備状況の確認も行われています。ヒアリング項目には、事業進捗状況や予算執行状況、経理、労務管理等などがあり
ます。専門家の会計監査人の監査も定期的に受けています。監査で指摘を受けた事項は、会議や委員会で話し合い、経営改善に活
用しています。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

　事業計画に、「施設の取り組み状況をホームページや広報誌等を通じて積極的に発信し、社会福祉施設としての活動の見える化
の推進に努める」とし、透明性の確保について明記しています。ホームページには、施設の概要をはじめ、立地、建物（写真）、
新着情報、施設案内と写真、サービス利用の流れ等を掲載しています。広報誌「すえながだより」等に行事案内や職員紹介等を掲
載していますが、施設の理念や方針は掲載されていません。今後、法令遵守や利用者の意思・人格の尊重、安心・安全なサービス
の提供等理念の掲載が期待されます。



４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

b

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

b

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

a

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

a

＜コメント＞

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

　事業計画書に地域との連携強化を掲げ、福祉啓発を目的に近隣住民を対象とした公開講座を開催しています。公開講座は年１回
10月頃実施し、高齢者福祉に関心を持ってもらえるようなテーマを設定し、2019年度は「健腸腸寿　おなか元気教室」で、介護者
や近隣住民の31人が参加しています。例年は秋祭りを開催、参加者は200人を超え、屋台等も出るなど利用者と近隣住民が楽しみ
にしている行事です。施設の取り組みを広報誌等で発信し、社会福祉施設としての活動を見える化しています。

ボランティアは地域社会と施設をつなぐ柱の一つと考え、事業計画にボランティア受け入れを織り込んでいます。傾聴活動が延
280人、居室清掃が延130人、その他音楽活動等延230人、合計延640人という多くのボランティアが活動しています。長年のベテラ
ンのボランティアが多く、新規のボランティアが少ないと見られます。現状、整備されたマニュアルがありません。今後、安全に
ボランティア活動をしてもらうために、登録、申込、配置、職員や利用者への事前説明、実施状況の記録等の手順や方法等を記載
したマニュアルの作成が期待されます。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

　地域のネットワークとして、川崎市老人福祉施設事業協会主催の施設長会があり、偶数月に開催し、参加者は特別養護老人ホー
ムやデイサービス【通所介護】の施設長、川崎市職員、社協職員、労働基準監督署職員等約60人です。事業内容は行政からの連絡
事項および情報交換、求人活動等です。社会資源を明示しているものとして、川崎市発行の「高齢者福祉のしおり」を事務所カウ
ンターに備えています。今後、個々の利用者の状態に応じ、利用や参加できる社会資源を明示したリストや資料の作成が期待され
ます。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

　福祉ニーズを把握する機会として、川崎市老人福祉施設事業協会主催の施設長会及び介護者と近隣住民を対象とした公開講座が
あります。施設長会では、介護保険制度の改正点や地域住民の福祉ニーズを把握しています。公開講座を毎年10～11月に開催し、
施設の介護サービス等の取り組み状況や健康長寿を主なテーマとした話し、住民からの質疑応答があり、福祉ニーズや生活課題等
の把握に役立てています。

　公益的な事業として、①福祉啓発を目的にした公開講座の開催、②福祉活動の見える化のための広報誌の発行、③災害時の当施
設の地域住民への対応等を実施しています。当施設は災害時の２次避難所に位置付けられています。災害時の備蓄品として、食料
や飲料水、肌掛け等、地域住民分として約50人の2日分を備蓄をしています。いつでも区内住民が困って来所した時に提供できる
よう備えています。新型コロナ禍で困った人、例えば学生やアルバイト、さらには生活困窮者等を対象とする公益的な活動を検討
しています。



Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。

a

＜コメント＞

【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提供が行われている。

a

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供している。

a

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明している。

a

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応を行って
いる。

a

＜コメント＞

　サービスの利用開始・変更時は利用者と家族等と面談し、契約書及び重要事項説明書を用いて丁寧に読み上げながら説明、了解
の上、互いに署名捺印をとり交わしています。利用料金については利用者向けに「利用料金説明書（換算）」を作成し、実際にか
かる費用を算定し提示しています。個人情報保護については事業所内外でのサービス提供に関わる利用目的を明記し、関係者以外
に流出しないよう最小限の範囲で使用することとし、同意書をもらっています。意思決定が困難な利用者には、家族や身元保証人
等の了解を得て対応しています。

　　入所にあたり必要に応じ説明会を開催し、利用者と家族や身元保証人に利用者の生活や健康状況を説明しています。複数の職
種の職員からの報告や意見をもとにサービスの継続性に配慮した文書を作成しています。入院など医療処置が必要な場合は入所の
継続が難しくなりますが、状況が改善した場合3か月以内であれば再入所が可能であることを説明しています。入所契約書に、
「退所する際には、利用者及び家族等の希望や退所後の利用者の環境等を勘案して、必要な相談・援助に応じます。」と明記して
います。

　施設の情報は、運営法人及び施設、市老人福祉施設事業協会、介護情報かながわのホームページに掲載し、パンフレットや広報
誌は区社協や老人福祉センターに常備しています。介護支援専門員からの紹介も多いことから広報誌やパンフレットを配布し、利
用希望者等に有効に届くよう努めています。ホームページは毎月更新するとともに、広報紙は年3回発行し、施設内の様子がわか
る動画や行事に集う利用者の明るい表情などを紹介しています。見学は随時受け入れ、施設内を案内し利用費用等の質問に答えて
います。体験入所はショートステイ【短期入所】の利用で対応しています。

　「利用者の方々の意思及び人格を尊重します」と施設の理念・方針を明らかにしています。年1回開催する職員全体会議におい
て、理念・方針の共通理解を図っています。入職時にマニュアル「職員としての基本」の研修を受け、個人の尊重が基本にある社
会福祉の理念や職員の行動指針をを学んでいます。「介護マニュアル」には、食事や入浴などの場面で利用者を尊重した介護の手
順を明記し、福祉サービスの実践者として日々利用者の介護にあたるよう求めています。職員自らの行動基準を評価する「自己評
価」や上司との面談を通して確認しています。

　就業規則・服務規程に、プライバシーに関わる守秘義務について明記し、職員は入職時に誓約書を提出しています。日常の介護
業務では、「介護マニュアル」等に基づき利用者のプライバシー保護に配慮しています。トイレ、ベッド、浴室には一部ドア付き
で全てにカーテンを設置し、プライバシー保護に配慮した介護に努めています。現状、同性介助はシフトの関係で困難な状況とみ
られます。地域交流室を使い、オンライン方式で面会を行っています。広報紙やホームページ等への写真掲載については口頭で利
用者と家族の了解を得ています。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。



【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

a

＜コメント＞

【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。

a

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

a

＜コメント＞

（３）　利用者満足の向上に努めている。

　利用者満足に関わる定期的な取り組みとして、毎月1回生活会議を開催しています。利用者と事業長、相談員、栄養士、介護職
員が出席し、行事予定や感染症予防対策など生活や運営に関する連絡のほか、利用者の要望を聞いています。昼食後の会合でもあ
り、料理メニューへの要望が多く出ます。会議での意見はその場で回答し、他の改善が必要なものについては関係する会議で検討
しています。給食委員会で希望のあった料理について献立やおやつに反映しています。家族懇談会を毎年4月に開き、家族の要望
を受けています。

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

　利用者満足に関わる定期的な取り組みとして、毎月1回生活会議を開催しています。利用者と事業長、相談員、栄養士、介護職
員が出席し、行事予定や感染症予防対策など生活や運営に関する連絡のほか、利用者の要望を聞いています。昼食後の会合でもあ
り、料理メニューへの要望が多く出ます。会議での意見はその場で回答し、他の改善が必要なものについては関係する会議で検討
しています。給食委員会で希望のあった料理について献立やおやつに反映しています。家族懇談会を毎年4月に開き、家族の要望
を受けています。

　相談や苦情がある場合、施設をはじめ、担当の介護支援専門員、自治体、国民健康保険団体連合会に対しいつでも申し出ること
ができることを重要事項説明書に記載しています。施設のお客様相談窓口と外部の第三者委員、公的機関の電話番号、対応時間を
記載しています。苦情解決制度の、大きな文字で分かりやすいポスターをエレベーター入り口の壁面に掲示しています。利用者が
一堂に会する生活会議で意見や要望を聞き、個別相談は地域交流室や居室を使用するなど話しやすい環境に配慮しています。 各
フロアに、意見箱を設置しています。

　苦情の未然防止策として利用者満足度調査の実施を計画しています。日常の業務の中で利用者とのコミュニケーションに気を配
り、意見を出しやすいよう配慮しています。生活会議で出された意見はその場で回答できるものは説明し、食事に関わるものは給
食委員会に、他はサービス向上委員会で検討するなど解決・改善に向けて取り組んでいます。要望や苦情には個人または全体に関
わるものがあり、関係職種・職位によって適切な対応を図っています。解決への経過と結果を記録し、申し出者へ回答するととも
に、年度事業報告で公表しています。



【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

a

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

a

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。

a

＜コメント＞

２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されている。

a

＜コメント＞

【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

a

＜コメント＞

　日常の介護に関する「介護マニュアル」を作成し、移動介助、健康観察、食事介護、排泄などそれぞれの意義、利用者の尊重や
プライバシー保護に配慮した介護の方法及び手順等を分かりやすい絵図を用いて説明しています。「安全介護ルールブック」に
は、移動・移乗、食事、排泄など介助全般についてプライバシー保護や権利擁護の視点からルール違反となるやってはいけなこと
を明示しています。新規入職者には、これらのマニュアルを用いた運営法人の研修後、施設の各フロアのチーフがＯＪＴ

　感染症マニュアルや防災関係マニュアルについては流行する季節の到来前や計画実施前に検討や見直しを行っていますが、組織
として定期的な見直しの時期や方法は明確に定められていません。事故や苦情、介護などはそれぞれの委員会やワーキングチーム
により、必要に応じ適宜見直しや改善が図っています。マニュアルの見直しにより、該当する利用者の介護については介護方法の
変更を行っています。褥瘡予防対策チームやケア検討ワーキングチームの各会議で、職員・利用者からの意見や提案を反映する取
り組みを行っています。

　災害発生に備え、職員に「大地震発生時の初期対応指針」を配付しています。指針の目的は「大地震発生時に利用者と職員の身
体生命の安全確保、被害の最小化と二次被害を防止する」ことです。指針には、災害発生時の職員の取るべき行動指針や職員の参
集基準、災害時の職員体制、災害時の応急活動などを記載しています。当施設は、川崎市ハザードマップ（洪水、土砂災害地域）
では対象外地域に所在しています。備蓄品として、食料及び飲料水を1日2食として6日分備蓄しています。その他、発電機、ヘッ
ドライト等を整備しています。

（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

　事業長がリスクマネジメントの責任者を務めています。事故防止対策委員会を偶数月の第三火曜日に開催し、類似事故の分析や
再発防止策を検討・立案し、職員に防止策を周知しています。委員会には、施設長、管理係長、事業長、相談員、介護職員、看護
職員、栄養士、事務員が参加しています。ヒヤリハット発生時は関係職員に速やかに報告し、情報を共有しています。事故発生時
は、関係職員と協力して速やかに対処し、被害の最小化に努めるとともに、被害をうけた利用者に誠意ある対応に努めています。
事故報告書を作成しています。

　感染症対策委員会を中心に感染症予防マニュアルの見直しと対策の強化を図っています。各フロアの介護・看護職員と最新情報
の共有を図り、マニュアルの実践状況の点検・指導を行うとともに、実践状況を委員会に報告しています。5月には感染症予防・
実技研修を実施し、スタンダードプリコーション（標準予防策）の徹底を図っています。定期的な消毒と検査の実施のほか、対策
キット・消毒器材・マスク・手袋等の備品の確認、さらに、インフルエンザ予防対策、新型コロナ対策、個室対応の強化など様々
な予防策を講じています。こうした徹底した取り組みによって感染症の発生を抑えています。



【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施計画を適切に策定している。

a

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行っている。

a

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

a

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　利用者に関する記録の管理体制が確立している。

a

＜コメント＞

　入所面接調査票、アセスメントシート、施設サービス計画書、モニタリング記録表、栄養ケア計画、褥瘡ケア計画書、ケース、
日誌など統一した様式を定め、パソコン上の介護ソフトで記入しています。利用者一人一人に専用ファイルがあり、パソコン上の
記録も含めペーパー化していて、それぞれの情報を把握できます。利用者の状況は朝・夕のミーティングに報告し、情報の共有を
図っています。複数の委員会組織やワーキンググループがあり、部門横断での取り組みを実施しています。パソコンや回覧から各
種の情報を共有する仕組みを整備しています。

　「個人情報に関する保護方針」を定め、個人情報の取り扱い、利用目的、安全確保、開示・訂正・更新等への対応を定め、職員
意識の向上を図っています。個人情報管理の責任者は施設長とし、職員に対し個人情報の取り扱いと情報共有において決められた
管理・保管方法を共通認識のもとに遵守するよう徹底しています。SNS等を利用した利用者と職員間、職員同士の個人情報の発信
を禁止しています。12月には個人情報に関する職員自己点検を実施し、未達成事項の検証・課題の抽出を行う予定です。利用者と
家族には重要事項説明書や契約書に記載し、説明しています。

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

　相談員による入所面接を始め、介護職員、看護職員、栄養士等の多職種の職員が参加してアセスメントを行い、利用者の意向の
把握やニーズ・課題分析を行っています。これらを基に居室担当及び介護職員が個別の施設サービス計画書を作成しています。施
設サービス計画書には利用者及び家族の生活に対する意向をはじめ、総合的な援助方針、生活全般の課題に基づく長期・短期目標
を設定しています。日々のケース記録によって利用者に対する介護状況や状態を把握しています。支援困難なケースがあったこと
を振り返り、認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）などで困難な事例への対応については研修を行い、サービスの質を高める必要
があると考えています。

　施設サービス計画の見直しは基本年1回実施していますが、介護認定更新時や入退院時に実施することが多いとみられます。そ
の際、関係職種の職員で協議し検討・見直しを行い、新たに計画を策定しています。居室担当職員により、月末に介護の実施状況
を確認し、状態の変化に合わせて介護支援専門員が見直しを行っています。変更後の計画は関係職種・職員へ伝達し、個別ファイ
ルに整理しています。ＰＣ上のソフトにも記載され閲覧できます。緊急の場合は関係職員により変更が行われ連絡ノートに記載
し、他職員へ口頭で連絡しています。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。
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